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名古屋北法律事務所「出張法律相談」毎月第4水曜日14時～16時（1月28日担当は長谷川弁護士です）
担当：伊藤弁護士・長谷川弁護士、坂輪弁護士＊相談は予約制。民商へ電話で申し込んでください

今年の確定申告は要注意！
確定申告学習会や申告相談会に参加を

２０２５年（令和７年）分の確定申告については、「基礎控除・給与所

得控除の変更」「特定親族特別控除の創設」などのために、確定申告の様

式が変わります。

特に、基礎控除の変更は、申告者すべてに関わります。場合によっては、

所得税を多く申告してしまうことも予想されます。

国税庁・税務署は、業務のDX化を推進するとして、eタックスを推奨し、

紙の資料の送付をやめたり、減らしたりしています。

しかし、内容を理解しきらないまま、スマホやパソコンで済ませるのは

危険。税務署の相談会で言われるままに、経費をほとんど計上せず多額の

税金となって、「おかしい」と思って民商へ相談にきたケースは珍しくあ
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年末年始の予定
１２月２６日（金）仕事おさめ

２０２６年１月５日（月）仕事はじめ ・1月9日（金）民商理事会

＜年末調整実務相談会＞ ＊予約

してください

１月７日（水）～９日、１３日（火）～１５日（木）１０時～１６日（民商事務所）

【西区会場】１月１６日（金）１３時～１６時 西生涯学習センター第１集会室


